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（別添１）

委託業務仕様書

１ 業務名

令和７年度 産業廃棄物適正処理・循環経済推進等に係る講習会企画運営業務

２ 目的

本業務は、徳島県内における産業廃棄物処理業者及び排出事業者（以下「処理業者

等」という。）に対して法知識や適正処理技術に関する研修を実施し、処理業者等の

資質向上を図り、法の認識不足に起因する不適正処理の防止を図るとともに、資源の

循環利用のみならず新たな付加価値を創出する循環経済への対応に向け、先進技術の

導入等、継続して事業活動が行えるよう経営基盤強化のための研修も併せて実施し、

県内事業者の循環経済への機運を高め、持続可能な社会の構築を目指すことを目的と

する。

３ 委託期間

契約締結の日から令和８年３月３１日まで

４ 業務の内容

（１）産業廃棄物・特別管理産業廃棄物適正処理講習会

①対象者

徳島県知事の許可を受けた処理業者等

②講習内容

少なくとも以下の項目を盛り込むこと。

・廃棄物処理法及び廃棄物処理の実施に関して２科目以上の講座を設定し、

うち１科目は特別管理産業廃棄物に関する科目

・各種リサイクル法等環境関連法令に関する科目

③開催日時等

契約締結後、県と協議の上決定する（講義時間８～１０時間程度）。

④修了証の交付

全科目を受講した処理業者等に対して、修了証を交付することとする。

（２）循環経済の推進及び先進技術導入等のための事業支援講習会

①対象者

徳島県知事の許可を受けた処理業者等

②講習内容

以下の項目に沿った内容を出来る限り盛り込むこと。

・循環経済型ビジネス及び先進技術導入、３Ｒ推進に資する科目

・プラスチック資源循環法を踏まえたプラスチックの資源循環に資する科目
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・脱炭素と循環経済に向けた温室効果ガス排出量の削減や再資源化率向上に

資する科目

・産業廃棄物処理等におけるドローン技術の活用や「ＤＸ（デジタルトランス

フォーメーション）」の活用に資する科目

・大規模災害時の対応(災害廃棄物処理を含む)等に資する科目

・その他、循環経済の推進及び先進技術導入等に資する科目

③開催日時等

契約締結後、県と協議の上決定する（講義時間６時間程度）。

（３）（１）及び（２）に係る共通事項

①開催方法

会場開催を基本とする｡

②受講者の募集

対象者に開催通知を発送することにより受講者を募集する。応募のあった事業

者については、原則として全員受講できるよう配慮し、受講希望者が多数の場合

は県と協議を行うこととする。

③広報・周知に係る業務

・開催予定日の１か月前までに、参加者募集に係る通知、ホームページによる

周知に努めること。

・参加申込みは、電話、ファクシミリ、メール等で受け付けし、受付窓口を設

置すること。

・申込者リストを作成し、県に提出すること。

④開催前に係る業務

・企画・運営及び講師選定(各科目の講習内容に関する知識技能を有する講師

経験者)については事前に県と協議すること。

・使用する資料及び教材等は講師等と相談の上準備すること。

⑤開催当日に係る業務

・参加者受付、司会進行、講師対応等、運営に係る業務の全てを行うこと。

・業務責任者を設定し、講師と協力の上、適切に運営すること。

⑥開催後に係る業務

・参加者へのアンケートを実施し、とりまとめ結果を県に提出すること。

・会場使用料及び講師謝金等、開催に係る全ての経費の支払事務を行うこと。

５ 成果品

本業務の成果品として、次の物品を提出すること。

（１）委託業務完了報告書

企画・運営及び講演内容等の詳細を記載すること。（受講者名簿、講習会に使用

したテキスト含む）

（２）経費内訳書

（３）アンケートとりまとめ結果
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６ 業務に要する経費等

（１）経費の内容

受託者は、本事業の実施に必要な経費を負担することとし、県は委託料以外の費

用を負担しない。また、受託者は、本事業に要する費用負担を受講者等の第三者に

求めてはならない。資料代等の実費負担についても、同様とする。

（２）対象となる経費

対象となる経費は、事業実施のために直接必要な経費に限る。また、受託者の運

営上必要とされる恒常的な経費は、本事業の経費の対象としない。

７ その他

（１）業務責任者の配置

受託者は、当該業務を総合的に把握し、関係者等との調整を行う業務責任者とし

て、類似業務の企画・運営に係る知識と経験を有する者を配置すること。

（２）個人情報の保護

受託者は、本事業を実施する上で、個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、徳島県個人情報保護条例（平成１４

年徳島県条例４３号）及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。

（３）守秘義務

受託者は、本事業を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己

の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

（４）再委託の制限

受託者が本業務の一部を第三者に委託する場合には、あらかじめ県に対して業務

委託契約書において定める方法により、再委託する業務の内容、再委託先、再委託

先に対する管理方法等の事項を報告し、承認を得なければならない。

（５）県への報告等

受託者は、事業の実施状況や進捗状況等、県の求めに応じて報告し、必要があれ

ば書類を提出しなければならない。県は、受託者による事業の実施が当該目的に反

すると認められるときは、必要な是正措置を講ずるよう求める。

（６）その他

本仕様書に定めのない事項及び業務実施中に生じた疑義については、県と受託者

双方による協議の上、決定する。
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別記

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この

契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人

情報の取扱いを適正に行わなければならない。

（秘密の保持）

第２条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。

（収集の制限）

第３条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集しようとするときは、

その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正

な手段により収集しなければならない。

（適正管理）

第４条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失

又は毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要かつ適正な措置を講じなけ

ればならない。

（目的外利用及び提供の禁止）

第５条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目

的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲が指示又は承諾した

ときは、この限りでない。

（複写又は複製の禁止）

第６条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録され

た資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、

この限りでない。

（再委託の禁止）

第７条 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務については、第三者に委託して

はならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。

２ 乙は、前項ただし書により再委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）するとき

は、再委託先にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務と同等の義務を

負わせるとともに、再委託先の行為について再委託先と連携してその責任を負うものと

する。
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（資料等の返還又は廃棄）

第８条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、

又は廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。

（従事者への周知）

第９条 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後におい

ても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならな

い。

（調査）

第１０条 甲は、乙及び再委託先がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱ってい

る個人情報の状況について、随時調査することができる。

（事故報告）

第２条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知った

ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。


